
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＴＤＭＡ移動通信において、
複数スロットを割当てて行う高速データ転送に際して、移動局は、スーパーフレーム上で
使用しない特定フレームのタイミングにおいて周辺の基地局の信号を観測して当該観測結
果を基地局に送信し、観測結果に基づいて前記移動局のゾーン移行を検出する移動通信方
法であって、
前記スーパーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地局から
移動局へ通知し、当該通知されたタイミングで移動局が周辺基地局の信号を観測すること
を特徴とする移動運信方法。
【請求項２】
ＴＤＭＡ移動通信において、
複数スロットを割当てて行う高速データ転送に際して、移動局は、スーパーフレーム上で
使用しない特定フレームのタイミングにおいて周辺の基地局の信号を観測して当該観測結
果を基地局に送信し、観測結果に基づいて前記移動局のゾーン移行を検出する移動通信方
法であって、
移動局から前記スーパーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを
基地局に要求し、当該要求に基づいて基地局が設定した特定フレームにおいて移動局が周
辺基地局の信号を観測することを特徴とする移動通信方法。
【請求項３】
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請求項１において、
基地局での当該移動局からのキャリアの受信レベル若しくは誤リ率の測定結果に基づいて
前記スーパーフレームで使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地局から移
動局へ通知することを特徴とする移動通信方法。
【請求項４】
請求項２において、
移動局から移動速度に応じてスーパーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定する
タイミングを基地局に要求することを特徴とする移動通信方法。
【請求項５】
請求項２において、
移動局から使用しているキャリアの受信レベル著しくは誤リ率の測定結果に基づいてスー
パーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地局に要求するこ
とを特徴とする移動通信方法。
【請求項６】
請求項２において、
移動局からスーパーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地
局に要求することを当該移動局使用者が手動で行うことを特徴とする移動通信方法。
【請求項７】
複数スロットを割当てて行う高速データ転送に際して、１移動局に複数キャリアを割当、
そのうちの１キャリアで上記請求項１から６の方法のいずれかを実行することを特徴とす
る移動通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＴＤＭＡ移動通信方式において、複数スロットを割当てて高速データ転送を行
う際にスーパーフレーム上で使用しない特定のフレームのタイミングにおいて移動局が周
辺の基地局の信号を観測することにより移動局のゾーン移行を検出することを特徴とする
移動通信方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ＴＤＭＡ移動通信方式において、基地局と移動局の通信は１キャリアに１タイムス
ロットを割当てて行われている。移動局は移動するとチャネル切り替えを行い接続基地局
を変更するが、その際チャネル切り替えを行う判断は自分の使用していないスロットのタ
イミングで予め通知されている周辺基地局の周波数に受信周波数を切り替えることで移動
局が周辺基地局の信号を観測し、その観測結果を基地局へ報告することでどの基地局へチ
ャネル切り替えするかを網側が決定する。決定した基地局のチャネルを網側が移動局に基
地局から通知することで移動局は接続する基地局を変更する。図１に従来の基地局と移動
局の関係を示す。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
従来の方法では、移動局の周辺基地局信号観測タイミングは自分の使用していないスロッ
トのタイミングで受信周波数を切り替えることで行う。従って、高速データ転送を行う通
信の場合の複数スロットを使用し基地局と移動局が接続された際には、上記の移動局の周
辺基地局信号観測タイミングが存在せず、移動局が移動しチャネル切り替えを行い接続す
る基地局を切り替えなければならない時に周辺基地局信号を観測できず接続する基地局を
変更することができない。図２に複数スロット使用時の従来動作を示す。
【０００４】
そこで本発明の目的は以上のような問題を解消した移動通信方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
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上記目的を達成するため、請求項１にかかる発明は、ＴＤＭＡ移動通信において、複数ス
ロットを割当てて行う高速データ転送に際して、移動局は、スーパーフレーム上で使用し
ない特定フレームのタイミングにおいて周辺の基地局の信号を観測して当該観測結果を基
地局に送信し、観測結果に基づいて前記移動局のゾーン移行を検出する移動通信方法であ
って、前記スーパーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地
局から移動局へ通知し、当該通知されたタイミングで移動局が周辺基地局の信号を観測す
ることを特徴とする。
【０００６】
また、請求項２にかかる発明は、ＴＤＭＡ移動通信において、複数スロットを割当てて行
う高速データ転送に際して、移動局は、スーパーフレーム上で使用しない特定フレームの
タイミングにおいて周辺の基地局の信号を観測して当該観測結果を基地局に送信し、観測
結果に基づいて前記移動局のゾーン移行を検出する移動通信方法であって、移動局から前
記スーパーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地局に要求
し、当該要求に基づいて基地局が設定した特定フレームにおいて移動局が周辺基地局の信
号を観測することを特徴とする。
【０００７】
さらに、請求項３にかかる発明は、請求項１において、基地局での当該移動局からのキャ
リアの受信レベル若しくは誤リ率の測定結果に基づいて前記スーパーフレームで使用しな
い特定のフレームを設定するタイミングを基地局から移動局へ通知することを特徴とする
。
【０００８】
さらに、請求項４にかかる発明は、請求項２において、移動局から移動速度に応じてスー
パーフレーム上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地局に要求するこ
とを特徴とする。
【０００９】
さらに、請求項５にかかる発明は、請求項２において、移動局から使用しているキャリア
の受信レベル著しくは誤リ率の測定結果に基づいてスーパーフレーム上で使用しない特定
のフレームを設定するタイミングを基地局に要求することを特徴とする。
【００１０】
さらに、請求項６にかかる発明は、請求項２において、移動局からスーパーフレーム上で
使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地局に要求することを当該移動局使
用者が手動で行うことを特徴とする。
【００１１】
さらに、請求項７にかかる発明は、複数スロットを割当てて行う高速データ転送に際して
、１移動局に複数キャリアを割当、そのうちの１キャリアで上記請求項１から６の方法の
いずれかを実行することを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
実施例１として、図３に高速データ転送を行う通信に於いて移動局に複数スロットを割当
て、スーパーフレーム上で使用しない特定のフレームを予め設定し移動局が周辺の基地局
の信号を観測することにより移動局のゾーン移行を検出する方法を示す。図３では３チャ
ネルＴＤＭ－ＴＤＭＡ通信において４フレームで１スーパーフレーム構成としている。こ
の時、データ通信に第１から第３スロットまで１移動局でデータ通信に使用するとする。
この場合、全ての時間に於いてデータ通信を行うと移動局が受信周波数を切り替えて周辺
基地局の信号を観測する時間がない。そこで、予め１スーパーフレーム内の４番目フレー
ムの３スロットとも通信には使用しないと移動局と基地局との間で決めておき、そのタイ
ミングで移動局は周辺基地局の信号を観測する。観測結果は基地局に送信（報告）するが
、それ以降は前述した従来技術と同様である（以下の実施例も同様）。
【００１５】
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（実施例２）
実施例２として、図４に高速データ転送を行う通信に於いてスーパーフレーム上で使用し
ない特定のフレームを設定するタイミングを基地局から移動局へ通知して、そのタイミン
グで移動局が周辺基地局の信号を観測することにより移動局のゾーン移行を検出する方法
を示す。図４では３チャネルＴＤＭ－ＴＤＭＡ通信において４フレームで１スーパーフレ
ーム構成としている。この時、データ通信に第１から第３スロットまで１移動局でデータ
通信に使用するとする。この場合、全ての時間に於いてデータ通信を行うと移動局が受信
周波数を切り替えて周辺基地局の信号を観測する時間がない。そこで、基地局から移動局
へ周辺基地局の信号を観測するタイミングを通知する。図４では観測タイミングを基地局
から移動局へ通知した次のスロットについては未使用スロットとすることにする。移動局
は通知されたタイミングで周辺基地局の信号を受信周波数を切り替えて観測する。
【００１６】
（実施例３）
実施例３として、図５に高速データ転送を行う通信に於いて移動局からスーパーフレーム
上で使用しない特定のフレームを設定するタイミングを基地局に要求し、その要求に基づ
く基地局からの観測応答に基づいて移動局が周辺基地局の信号を観測することにより移動
局のゾーン移行を検出する方法を示す。図５では３チャネルＴＤＭ－ＴＤＭＡ通信におい
て４フレームで１スーパーフレーム構成としている。この時、データ通信に第１から第３
スロットまで１移動局でデータ通信に使用するとする。この場合、全ての時間に於いてデ
ータ通信を行うと移動局が受信周波数を切り替えて周辺基地局の信号を観測する時間がな
い。そこで、移動局から基地局へ周辺基地局の信号を観測するタイミングを要求する。図
５では観測タイミングを移動局から基地局へ要求信号を送信し応答を受信した次のスロッ
トについては未使用スロットとすることにする。移動局は応答を受信したタイミングで周
辺基地局の信号を受信周波数を切り替えて観測する。
【００１７】
図６は上記各実施例に適用する基地局および移動局の機能ブロック図である。基地局１に
おいて、２はアンテナ、３は増幅器、４は復調部、５は変調部、６はネットワークインタ
フェース部であり、これらの機能は周知であるので説明は省略する。７はネットワークで
ある。
【００１８】
８は送受信信号制御部であって、移動局との間で制御信号の送受信等を行い、特定フレー
ムの選定を行って、その特定フレームの選定結果を送信データ生成部９に指示する。
【００１９】
送信データ生成部９は、以下の機能を有する。すなわち、（１）ネットワーク７からのデ
ータを無線伝送用の信号フォーマットに変更する。（２）フレームを構成する。（３）デ
ータのバッファリング。（４）特定フレームの指示を送受信信号制御部８から受けたら、
そのフレームにデータを送信しない。（５）送受信信号制御部８からの制御信号（実施例
２の観測通知、実施例３の観測応答および基地局変更情報等を含む）を無線伝送用の信号
フォーマットに変更する。
【００２０】
１０は受信データ処理部であって、受信データをネットワーク用の信号フォーマットに変
換し、また、受信制御信号（移動局からの観測結果情報を含む）を送受信信号制御部８に
中継する。
【００２１】
移動局１１において、１２はアンテナ、１３は増幅器、１４は復調部、１５は変調部、１
６はインタフェース部、１７は音声送受話器等の端末であり、これらの機能は周知である
ので、説明は省略する。
【００２２】
１８は送受信信号制御部であって、基地局との間で制御信号の送受信等を行い、特定フレ
ームの選定を行って、その特定フレームの選定結果を送信データ生成部１９に指示する。

10

20

30

40

50

(4) JP 3552182 B2 2004.8.11



【００２３】
送信データ生成部１９は、以下の機能を有する。すなわち、（１）端末１７からのデータ
を無線伝送用の信号フォーマットに変更する。（２）フレームを構成する。（３）データ
のバッファリング。（４）特定フレームの指示を送受信信号制御部１８から受けたら、そ
のフレームにデータを送信しない。（５）送受信信号制御部１８からの制御信号（観測結
果情報および実施例３の観測通知を含む）を無線伝送用の信号フォーマットに変更する。
【００２４】
２０は受信データ処理部であって、受信データを端末用の信号フォーマットに変換し、ま
た、受信制御信号（実施例２の観測通知、実施例３の観測応答）を含む）を送受信信号制
御部８に中継する。
【００２５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ＴＤＭＡ移動通信方式において、高速データ転送
を行う際には１移動局に複数スロットを割当て、スーパーフレーム上で使用しない特定フ
レームのタイミングにおいて、移動局が周辺の基地局の信号を観測することにより移動局
のゾーン移行を検出することで、高速データ転送を行う通信の場合についても移動局がゾ
ーン移行を行うことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の基地局と移動局の関係を示す図である。
【図２】複数のスロット使用時の従来動作を示す図である。
【図３】本発明の実施例１を示す図である。
【図４】本発明の実施例２を示す図である。
【図５】本発明の実施例３を示す図である。
【図６】本発明の各実施例に適用する基地局および移動局の機能ブロック図である。
【符号の説明】
１　　基地局
８，１８　　送受信信号制御部
９，１９　　送信データ生成部
１０，２０　　受信データ処理部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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